
平成１８年８月 

電子入札において代表者を変更する場合の手続き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（※１）「IC カード更新」する場合と「登録」する場合の違い 

☆「IC カード更新」する場合         ☆「登録」を行う場合 

  →利用者登録を行う時に旧代表者の       →利用者登録を行うときに旧代表者の 

   IC カードが失効されていない場合        IC カードが失効されている場合 

 

 

代表者の変更 

（委任している場合は受任者の変更） 

IC カードの利用者登録を行っている IC カードの利用者登録を行っていない 

入札参加者登録システムにて 

変更の申請を行う 
 

（このタイミングで、新代表者の IC カード

の購入の手続きを行うと良いです） 

 

 

入札参加者登録システムにて 

変更の申請を行う 

変更受付完了メールの受信 
 

（メールの受信の翌日に代表者の 

変更手続き完了） 

変更受付完了メールの受信 
 

（メールの受信の翌日に代表者の 

変更手続き完了） 

電子入札システムにて IC カードの 

利用者登録の「IC カード更新」又は 

「登録」処理を行う （※１） 

電子入札システムにて IC カードの 

利用者登録の「登録」処理を行う 
 

（詳細は「ご利用の前に」をご覧ください） 

IC カード登録完了メールの受信 

全ての変更手続きの完了 

（注） 代表者の変更を行うタイミングと電子入札を行なうタイミングが重なる場合は、

「代表者変更する場合における電子入札の対応フローチャート」をご覧ください。

旧代表者の IC カード 

新代表者の IC カード 

旧代表者の IC カード 

新代表者の IC カード 


